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１ これまでの取組 

本市は、これまで、昭和 61年度以降、六次にわたり行政改革大綱を策定し、社会

情勢や市民ニーズの変化に的確に対応しながら、効率的な行政運営を推進してきま

した。 

平成 29年度から令和３年度までの５年間を推進期間とする第六次行政改革大綱に

おいては、目指す方向性を「将来を見据えた行政サービスの最適化の推進」とし、

「市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）」と「成果を意識

した効率的な行財政運営の推進（量の改革）」の２つの推進方針に基づき、「市民サー

ビスの向上」、「民間活力の活用」など１０の具体的な推進方策を掲げて行政改革に

取り組み、概ね計画どおりに実施することができました。 

 

２ 本市を取り巻く行財政環境の変化 

 (1) 人口減少・少子高齢化の進行により厳しさを増す財政状況 

   我が国の人口減少は、今後、少子高齢化の進行に加え、老年人口さえも減少し

ていく人口構造の変化を伴いながら加速度的に進むとされており、労働力人口

や消費市場の縮小など、深刻な影響を与えることが懸念されています。 

   本市においても、「鹿児島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の中で、

人口減少や高齢化等が予測されており、今後、社会保障関係経費の増加などが

見込まれます。また、都市基盤整備や防災・減災対策など、本市を取り巻く喫緊

の課題に対応するための施策・事業に多額の費用が見込まれており、極めて厳

しい財政状況が続くものと予想されます。  

   こうしたことから、官民連携の推進や民間活力の活用、徹底した事務事業の

見直しなど、効率的で健全な行財政運営により、持続可能な都市経営を進める

必要があります。 

 

 (2) ＩＣＴの進展 

   ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータなどの技術革新が進む中、テレワークやキャッシ

ュレス決済など、企業活動・市民生活にもデジタル化の動きがさらに広がって

います。 

   このような中、行政の手続や市民サービスへＩＣＴを積極的に活用して、市

民の利便性の向上や自治体業務の効率化を図ることが求められています。 
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 (3) 新型コロナウイルス感染症拡大による社会の変化 

   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う甚大な影響は、社会、経済、さらには

人々の行動や価値観などあらゆる面に波及するとともに、突発的なリスクへの

備えの必要性を強く認識させ、市民や事業者の活動、行政サービスのあり方そ

のものに見直しを迫ることになりました。 

   こうしたことから、社会情勢の変化にスピード感をもって柔軟に対応するこ

とがますます重要になってきています。 

 

３ 行政改革の基本的な考え方 

 (1) 目指す方向性 

   本市を取り巻く行財政環境の急速かつ大きな変化に対応し、将来にわたり質

の高い行政サービスを提供していくためには、これまでの行政改革大綱の考え

方を継承しつつ、中長期の社会経済状況の変化を的確にとらえ、新しい技術・発

想を積極的に取り入れるなど、将来を見据えた計画的かつ柔軟な行財政運営を

行うことが求められています。 

   本大綱では、行政改革の目指す方向性を 

 

「新しい時代に対応した持続可能な行政サービスの推進」 

 

  とし、本市の最上位計画である第六次鹿児島市総合計画の基本施策「自主的・自

律的な行財政運営の推進」を踏まえた４つの推進方針と 11の具体的な推進方策

に基づき、改革を進めていくこととします。 

 

 (2) 推進体制 

   本大綱に基づく行政改革の取組を着実に推進していくため、行政改革推進計

画を策定し、年次的に取り組んでいきます。また、同計画については、原則数値

目標を設定し、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルにより、着実に推進

するとともに、毎年度の進捗状況や環境の変化に的確に対応し、適宜、内容の見

直しを行います。 

行政改革の進行管理は、市長を本部長とする鹿児島市行政改革推進本部が担う

こととし、同推進本部の構成メンバーである本部員（各局長等）は、各部会の部

会長として、担当部署における行政改革に取り組みます。 

また、毎年度の行政改革の推進状況については、定期的に鹿児島市行政改革推

進委員会に報告し、各面から助言を受けるとともに、ホームページ等でも公表し、

市民の意見を行政改革の取組に活かします。 
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 (3) 推進期間 

   行政改革大綱及び行政改革推進計画の推進期間は、令和４年度から８年度ま

での５年間とします。 
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４ 推進方針と具体的な推進方策 

推進方針(1) 市政情報の公開・提供の推進 

多様化する市民のニーズや行動等を踏まえ、各種の広報媒体を効果的に活用し

て、きめ細やかな広報機能の充実に取り組むとともに、情報公開制度の適正な運

用や効率的な公文書管理を行い、市民と行政の情報の共有化を進めます。 

 

【具体的な推進方策】 

  ① 情報公開の推進 

   市民への説明責任を果たしながら透明性の向上を図ることで、市民が主役の

開かれた市政を推進するため、市民への情報の公開・提供を積極的に行います。 

 

  ② きめ細やかな広報機能の充実 

   広報紙やホームページ、ＳＮＳなど、各種広報媒体の特徴を生かした効果的

な情報発信を行い、市政情報をわかりやすくタイムリーに提供できるよう、き

め細やかな広報機能の充実を図ります。 

 

 

推進方針(2) 効率的で健全な行財政運営の推進 

質の高い効率的な行政運営や総合的な公共施設等の管理に努めるとともに、将

来を見据えた計画的かつ柔軟な財政運営により、健全財政を維持するほか、地方

創生の取組の効果検証や地方分権改革への対応を進めます。 

 

 【具体的な推進方策】 

  ① 質の高い効率的な行政運営 

   データに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進や行政評価の充実、官民連携の推

進などにより、効果的な施策を展開します。 

   また、社会経済情勢や市民ニーズの変化に迅速かつ的確に対応できるよう、

機能的で効率的な組織・機構を構築するとともに、民間活力の活用等を進め、職

員が実施すべき分野に重点的に職員を配置するなど、中長期的な視点に立った

選択と集中による適正な定員管理を行います。 

 

  ② 総合的な公共施設等の管理 

   「鹿児島市公共施設等総合管理計画」に基づき、長期的な視点をもって、公共

施設等の更新、長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減・平準化の推進を

図ります。 
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  ③ 健全財政の維持 

   市税の収納対策の強化やふるさと納税の推進など、自主財源のより一層の確

保に努めるとともに、徹底した事務事業の見直しを行い、必要性・優先度の高い

事業へ重点的に財源を配分するなど、計画的かつ柔軟な財政運営により健全財

政を維持します。 

 

  ④ 地方創生・地方分権改革への対応 

   「鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組の効果検証を行い、将来

にわたって地域の活力を維持し、地方創生に積極的に対応していくほか、全国

市長会等を通じた国への提言・要望を行うなど、地方分権改革に的確に対応し

ます。 

 

 

推進方針(3) 人材育成の推進 

職場における職務能力の向上や研修による能力開発の強化、人を育てる人事管

理の推進により、多様化する地域の課題等に対応できる人材育成を進めます。 

 

 【具体的な推進方策】 

  ① 職場における職務能力の向上 

   管理・監督職研修の実施によるマネジメント能力の強化や、新規採用職員等

サポート制度による人材育成の推進などにより、職員が高い志気を持って能力

を十分に発揮できる体制づくりを進めます。 

 

  ② 研修による能力開発の強化 

   専門研修や派遣研修等の充実を図り、職員の政策形成能力やコミュニケーシ

ョン能力等を向上させることで、多様化・高度化する行政課題等に対応できる

職員の育成を図ります。 

 

  ③ 人を育てる人事管理の推進 

   民間の経験や専門的知識等を有する意欲ある多彩な人材の登用を行うほか、

効果的な人事評価制度を実施し、職員の資質・能力の向上等を図ります。 
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推進方針(4) ＩＣＴ利活用の推進 

電子行政を推進し、市民等の利便性のさらなる向上と行政の効率化を図り、安

心・安全にデジタル化の恩恵を享受できる環境整備を進めます。 

 

 【具体的な推進方策】 

  ① 電子行政の推進 

   情報セキュリティ対策の強化を図りながら、行政手続のデジタル化など、市

民サービスにＩＣＴを積極的に活用する取組などにより、電子行政を推進しま

す。 

 

  ② データの安心・安全な利活用の推進 

   ＩＣＴの恩恵を誰もが享受できるよう、デジタルデバイド（情報格差）対策に

取り組むとともに、市民の情報リテラシー向上を図るほか、市民や企業などが

利活用しやすい形で、本市が保有する公共データをオープンデータとして公開

するなど、データの安心・安全な利活用を推進します。 
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－用語解説（五十音順）－ 

 

【ＩＣＴ】 

  Information and Communications Technology（情報通信技術）の略。 

 

【ＩｏＴ】 

  Internet of Things の略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家

電、ロボットなどあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやりとりを

することで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値

を生み出す。 

 

【ＡＩ】 

  Artificial Intelligence の略で、学習や推論など人間の知能が持つ役割をコン

ピュータで実現する技術のこと。人工知能ともいう。 

 

【ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）】 

  Evidence-Based Policy Making の略。統計や業務データなどの客観的な証拠に

基づく政策立案のこと。 

 

【ＳＮＳ】 

  Social Networking Service の略で、個人間のコミュニケーションを促進し、社

会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービスのこと。 

 

【オープンデータ】 

  地方公共団体等が保有する公共データを、市民や企業等が利活用しやすいよう

に機械判読に適した形式で、二次利用な可能なルールの下で公開すること。 

 

【鹿児島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン】 

  本市人口の現状を分析するとともに、2060 年の人口の長期展望や人口減少問題

の克服等を目指すための基本的視点を示し、「鹿児島市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」において、効果的な施策を企画立案する重要な基礎となるもの。 

 

 

【鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略】 

  「人口ビジョン」を踏まえ、将来にわたって地域の活力を維持し、地方創生に積

極的に対応していくための指針として、本市の地方創生に向けた目標や基本的方

向、主な施策等を掲げたもの。 
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【官民連携】 

  公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や

民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。ＰＰＰ

（Public Private Partnership）。 

 

【キャッシュレス決済】 

  物理的な現金（紙幣・硬貨）を使用せずに商品・サービスの料金の支払等を行う

こと。 

 

【行政評価】 

  政策、施策、事務事業について、事前、実施中または事後に、一定の基準や指標

をもって、妥当性や達成度、成果を判定する手法。 

 

【自主財源】 

  地方公共団体が自主的に収入できる財源で、地方税、使用料及び手数料、財産収

入などがある。 

 

【テレワーク】 

  職員が所属する組織の所在場所（オフィス）から離れたところにおいて、通信ネ

ットワーク及びＩＣＴ機器を活用して業務に従事することをいう。具体的には、

「在宅勤務」「サテライトオフィス勤務」「モバイルワーク」の３つの形態がある。 

 

【ビッグデータ】 

  スマートフォン等を通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの

視聴・消費行動等に関する情報、また小型化したセンサー等から得られる膨大な

データのこと。 

 


